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令和 8年度採用の自衛官を募集 !
　募集種目ごとの資格や試験日については下記を
確認してください。詳細や他の種目についてはホー
ムページをご覧ください。

問�自衛隊岩手地方協力本部二戸地域
事務所
　☎ 0195-23-2529

募集種目 応募資格 受付期間 試験日

一般曹候補生
18歳以上 33歳未満
（採用予定月の末日時点で 33歳
に達していない人）

　3月 1日㈰
　～ 5月 7日㈭

1次 :5 月 16日㈯～ 24日㈰
※いずれか 1日を指定されます

幹部候補生
（一般）

大卒程度 大卒者（令和8年度卒業見込含）で22歳以上26歳未満
 ① 3月 1日㈰
　 ～ 4月 3日㈮
 ② 4 月 22日㈬
　 ～ 6月 5日㈮

① 1次 :4 月 11日㈯
② 1次 :6 月 13日㈯大学院卒

程度
修士課程修了者など（見込含）
で 20歳以上 28歳未満

予備自衛官補

一般 18歳以上 52歳未満

3月 30日㈪まで 4月 1日㈬～ 19日㈰
※いずれか 1日を指定されます技能

18歳以上で国家免許資格などを
有する人（資格により年齢上限
は 53歳未満～ 55歳未満）
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3 月 11日は『東日本大震災津波を語り継ぐ日』です
　平成 23 年３月 11 日に発生した
東日本大震災津波により、本県はか
つてない甚大な被害を受け、多くの
尊い命が失われました。
　県では、この震災の記憶と教訓を決して風化さ
せることなく、次の世代へ伝えていくため、３月
11日を『東日本大震災津波を語り継ぐ日』と定め
ました。
　この日は、震災で亡くなられた方々に追悼の意
を表するとともに、家族や地域、国内外の人々と
の絆の大切さを改めて心に刻み、震災を経験して

いない世代やこれから生まれてくる子どもたちへ、
あの日の出来事とそこから得られた教訓を伝えて
いく日です。
　また、犠牲となった方々の果たせなかった想い
を引き継ぎ、力を合わせてより良いふるさと岩手
を築いていくことを誓う日でもあります。
　県では、市町村や関係団体と連携し、条例の趣
旨に沿った取組の普及や、県民一人ひとりの自主
的な取組の促進に努めていきます。
問県復興防災部復興推進課
　☎ 019-629-6945
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『いちのへ暮らし応援！商品券』の交付について
　町では、国の物価高騰対応重点支援交付金を活
用し、食料品などの物価高騰対策として、御所野
遺跡世界遺産登録 5周年記念『いちのへ暮らし応
援！商品券』を交付します。
■内容　�町内の登録店舗で利用可能な町民 1人あ

たり 1万円分の商品券
■対象　�令和 8年 3月 1日時点で町の住民基本台

帳に登録されている人
■交付方法　�　日本郵便のゆうパックにより、世帯

構成員全員分を世帯主あてに送ります。

■発送時期
　�4 月上旬
■商品券の使用期間
　4月24日㈮～10月23日㈮
■その他
　�　商品券の受け取りを希望しない場合は書類を提
出していただく必要がありますので、3月19日㈭
までに問い合わせ先に電話してください。
問商工観光課
　☎ 33-4855　内線 1261

マイナンバーカード窓口の臨時開設について
【休日開庁】
■日時　3月 29日㈰　9:30 ～ 12:30
■場所　役場庁舎 1階　町民課
■取扱業務
　・マイナンバーカード申請書の再発行
　・マイナンバーカードの申請サポート
　・電子証明書の更新および新規発行
　・暗証番号の初期化・再設定
　・マイナンバーカードの交付
　・�券面事項変更手続き（町内での転居・婚姻に
よる氏名の変更など）

　・継続利用手続き（他市町村からの転入）
　・�健康保険証利用申込および公金受取口座申込
の支援

【奥中山地区臨時窓口開設】
■日時
　3月 4日㈬、18日㈬
　各日 9:30 ～ 15:00
　（12:00 ～ 13:00 を除く）
■場所
　奥中山地区センター窓口
■取扱業務
　・マイナンバーカード申請書の再発行
　・マイナンバーカードの申請サポート
　・電子証明書の更新および新規発行
　・暗証番号の初期化・再設定
問町民課
　☎ 33-4858　内線 1126
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3 月祝日のごみ収集　早朝収集は朝6:30までに
　3月の祝日・連休のごみ収集は右表のとおりです。
　二戸地区クリーンセンター（☎ 0195-25-5660）
が稼働している時間帯は、家庭ごみの持ち込みが
できます。料金は以下のとおりです。
　・可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ　30円 /10㌔
　・粗大ごみ　100円 /10㌔
※�生ごみの水分はしっかりと切ってください。

月日 収集内容 二戸地区クリーンセン
ター受け入れ時間帯

3 月 20日㈮㈷
春分の日

早朝収集
※�収集するごみは
可燃ごみのみ

8:45 ～ 12:00

問町民課　生活環境係　☎ 33-4858　内線 1126

　二戸消費生活センターでは、消費生活に関する
トラブルや多重債務などの相談に応じています。
■相談事例
　�　携帯電話ショップで端末を契約した際、断っ
たはずのオプションなどが付けられている上、セ
キュリティソフトも契約させられていた。

■アドバイス
　�　契約の際には、内容をよく確認し、理解できな
い場合は契約しないようにしましょう。オプショ
ンなどを勧められた際も、必要ない場合は断りま
しょう。不要な契約がないか、月々の支払額は
いくらかなどを確認しましょう。不要なオプショ
ンを契約させられている場合は、すぐにショッ
プに連絡をし、解約を申し出ましょう。
■相談受付日時　平日9:00～ 16:00（電話・対面）
問二戸消費生活センター　☎0195-23-5800

消費生活の困りごと
ひとりで悩まずご相談ください

　『し尿のくみ取り料金』を、4月 1日から以下の
とおり改定します。安定したし尿収集業務を提供
するため、皆さんのご理解とご協力をお願いいた
します。なお、料金改定に伴い、3月分のくみ取
り依頼は増加が予想されるため、3月 6日㈮まで
に業者へ申し込んでください。
■し尿くみ取り料金手数料改定表（税込価格）

※�くみ取りの申込みが3月31日以前でも、作業が4
月1日以降の場合は、改定後の料金が適用されます。
問二戸地区衛生センター　☎0195-23-2651

4 月 1日から
し尿くみ取り料金が変わります

区分 現行の手数料
（3月31日まで）

改訂後の手数料
（4月1日から）

200㍑未満 1,160円 2,000円

200㍑以上の場
合は 10㍑または
その端数ごとに

58円 100円
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林野火災警報および注意報制度の運用が始まりました
　林野火災が多発する1月1日から5月31日の間、
一定の気象条件に達した場合に、市町村ごとに林野火
災注意報および警報を発令する制度が令和8年1月
1日から始まりました。発令中は、屋外での裸火（覆
いや囲いがなく直接空気中にさらされている火のこ
と）の使用など、火の粉が飛散するおそれのある行為
が制限されます。
■発令指標　
　【林野火災注意報】（いずれかを満たす場合に発令）
　①�前日までの３日間の合計降水量が１㍉㍍以下
かつ、前 30日間の合計降水量が 30㍉㍍以下

　②�前日までの３日間の合計降水量が１㍉㍍以下
かつ、気象庁が乾燥注意報を発表した場合

　【林野火災警報】
　�　林野火災注意報発令中に、気象庁が強風注意
報を発表した場合
■制限される行為
　�　林野火災警報などの発令時には、次の火の使

用が制限されます。
　・山林、原野などで火入れをしないこと。
　・花火（玩具用を含む。）を行わないこと。
　・火遊びまたは、たき火をしないこと。
　・�爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物
の近くで喫煙をしないこと。

　・�たばこの吸いがらや取り灰または火の粉を始
末すること。

　�　警報が発令され、火の使用の制限に違反した
場合は、30万円以下の罰金または拘留という罰
則規定が適用される場合があります。
■その他
　�　警報などの発令に関係なく、野焼きなどの廃
棄物の焼却に該当する行為は原則禁止されていま
す。
　�　林野火災警報が発令されている間は、キャン
プなどの場合でも火の使用が制限されます。
問県復興防災部消防安全課　☎ 019-629-5557

　『生活が苦しい』『家族のことが心配』など、生
活の悩み事について、出張相談会を開催します。
秘密厳守で相談は無料です。
■日時　3月 13日㈮
　　　　①一戸会場：10:00 ～ 12:00
　　　　②奥中山会場：13:30 ～ 15:30
■場所　①町総合保健福祉センター会議室
　　　　②奥中山地区センター
■�対象　町在住の人
■申込方法　�　問い合わせ先に電話で申し込んで

ください。予約なしでも相談可能で
すが、予約の人を優先します。

問�一般社団法人OneDish あすいろ
　☎ 0195-43-3525

こまりごと出張相談会を開催
悩みを抱えず、相談してみませんか

　『放課後子ども教室』とは、放課後や週末に、地
域の方々の協力をいただきながら、子どもたちの
安全で健やかな放課後の居場所づくりを進めてい
くものです。４月から子どもたちを見守る安全管
理員を募集します。
■日時　平日の下校～ 17:00
　　　　（長期休暇は 9:00 ～ 12:00）
　　　　週 2～ 3日程度
■場所　旧鳥越小学校　体育館
■謝礼　時給 1,040 円（交通費支給なし）
■�対象　町内在住の 18歳以上の人
■申込方法　�　問い合わせ先に電話で申し込んで

ください（定員 4人）。
問�生涯学習・協働推進課　☎ 33-4861　内線1513

令和 8年度放課後子ども教室の
安全管理員を募集します

岩手県物価高騰対策賃上げ支援金について
　県では、従業員の賃上げを行った
中小企業などを対象に、支援金を支
給します。
■支援金額　
　従業員１人当たり６万円、最大 50人分
　（１事業所当たり最大 400万円）
　※�令和７年 10 月１日～令和７年 12 月１日に、
時給 971円未満の従業員の賃金を時給 1,031
円に引き上げた場合は２万円加算。

■支給対象者
　県内に事業所を有する中小企業など
■支給要件　　　　
　①賃上げの対象期間　
　　�令和７年 10月１日～令和８年９月 30日（賃
金の支給が令和８年 10月 31日までのものを
含む）

　②賃上げ対象従業員
　　�　県内事業所に勤務する正規および非正規雇
用労働者。ただし、非正規雇用労働者につい

ては、週所定労働時間 20時間以上であること。
　③賃上げ額
　　・�対象時期において、従業員の賃金を賃上げ

月の前月と比較して１時間当たり 60円以上
引き上げていること。

　　・�最低１月以上、引き上げ後の賃金支給実績
があること。

　　・�引き上げ後の賃金水準を１年間継続するこ
と。

　④その他
　　�　申請時点において、事務所内の全ての労働
者の１時間当たりの賃金が最低賃金を上回っ
ていること。

■受付開始　２月 13日㈮
■支給上限
　�　岩手県全体で 25 億 4,000 万円を上限とし、
上限に達し次第終了します。
問物価高騰対策賃上げ支援事業事務局
　☎ 019-601-7165
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風力発電所の環境影響評価報告書（その２）を公表します
　環境影響評価法に基づき、ＪＲＥ折爪岳南第一風
力発電所（旧事業名：（仮称）折爪岳南（Ⅰ期地区）
風力発電事業）環境影響評価報告書（その２）を公
表します。QRコードから電子縦覧も可能です。
■対象事業の概要
　・事業者　合同会社ＪＲＥ折爪岳南 1
　・事業名　ＪＲＥ折爪岳南第一風力発電所
　・種類　風力発電（陸上）
　・規模　出力 46,800㌗

　・実施区域　一戸町、二戸市、九戸村
■縦覧場所
　・一戸町役場政策企画課
　・来田保養センター
■縦覧期間
　3 月 26日㈭まで
　各施設の開庁（営業）日、時間に準ずる
問 �ENEOS リニューアブル・エナジー・マネジメ
ント株式会社　☎ 03-6455-4896（代表）
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移住コーディネーターを募集します
　町への移住を PR する『移住コー
ディネーター』を募集します。普段
の生活や仕事の様子などを情報発信
したり、得意な活動で移住体験のお
手伝いをしてみませんか。
■任期　4 月から令和 9年 3月末まで
　　　　※�活動内容により、任期途中で終了する

場合があります。
■報酬　月額 2万円　※活動内容に応じて加算
■募集人数　5人程度
■業務内容
　・町への移住・定住を PR

　・移住相談会などのイベント参加
　・移住体験者との交流会参加
　・�県が配置する移住コーディネーターの併任
　・�県または町が開催する会議および研修会への参加
■応募条件　
　・町内在住または勤務している、18歳以上の人
　・�自分の仕事や生活の中で、町を PRできる人
■申込方法
　�　3月 23日㈪必着で、エントリーシート（町ホー
ムページで配布）を問い合わせ先に提出してく
ださい。選考結果は 3月末までに連絡します。
問�政策企画課　☎ 33-4851　内線 1213
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物価高対応子育て応援手当を支給します
■申請期限　4月 17日㈮
■対象児童　
　・�令和 7 年 9 月分（令和 7 年 9
月に出生した児童については令
和 7年 10月分）の児童手当の支給対象児童

　・�令和７年 10月１日～令和８年３月 31日に出
生した児童

■支給対象
　上記対象児童の児童手当受給者
■�支給額
　対象児童 1人につき 2万円（1回限り）

■申請方法　
　・�町から令和７年９月分の児童手当が支給され
た人は、申請不要です。

　・�公務員で令和７年９月分の児童手当が所属庁
から支給された人は、申請書の提出が必要で
す。所属庁に手続きについて確認ください

　・�令和７年 10月１日～令和８年３月 31日に出
生した児童の保護者は、申請書の提出が必要
です。申請書は町ホームページなどで確認く
ださい

問�健康子ども課　児童班　☎ 32-3700
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